












 
 

令和５年度決算 

○ 村の財政状況は健全です（財政健全化比率の報告） 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づく、令和５年度決算における十

島村の健全化判断比率は、４指標とも適正基準の範囲内となっています。 
 判断比率が基準を超えた場合は、それぞれの基準に応じ計画を策定し、財政の健全化または財政再建

に取り組まなければならないこととなっています。財政再建団体になると税や住民サービスの見直しが

必要となるほか、村の借金が制限されます。 
令和５年決算に 
おける村の各比率 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 
－ － ３．４ － 

早期健全化基準 １５．００ ２０．００ ２５．０ ３５０．０ 
財政再生基準 ２０．００ ３０．００ ３５．０ － 
各指標の説明 
 ・ 実質赤字比率 
   一般会計の赤字の程度を示します。数値が大きいほど財政運営が深刻化していることを示します。

令和５年度の十島村における一般会計は黒字のため、算出されません。 
 ・ 連結実質赤字比率 
   特別会計や企業会計など全ての会計を合算して、村全体の赤字の程度を示します。数値が大きい

ほど財政運営が深刻化していることを表します。令和５年度の十島村では黒字のため、算出されま

せん。 
 ・ 実質公債費比率 
   借入金の返済額やこれに準じる額の大きさを示します。数値が大きいほど資金繰りが悪化してい

ることを表します。令和５年度の十島村については、昨年度比で 0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ減少しています。今後、

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ整備や教育関連施設改修などの大規模事業に地方債を活用しており、公債費負担が大き

くなる見込みです。実質公債費率の推移については注意深くみていく必要があり、地方債の借入れ

については慎重に進めていく必要があります。 
 ・ 将来負担比率 
   借入金や将来的に支出することが見込まれる現時点での残高を示します。数値が大きいほど将来、

財政を圧迫する可能性が高いことを表します。令和５年度の十島村では算出されません。 
 
○ 公営企業の経営状況は健全です。 

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づく、令和５年度決算における十

島村の公営企業会計の資金不足比率は、経営健全化基準の範囲内となっています。 
 資金不足比率が基準を超えた場合は、経営健全化計画を策定し、経営の健全化に取り組まなければな

らないこととなっています。経営健全化団体になると料金やサービスの見直しが必要となります。 
令和５年決算における 
公営企業の資金不足比率 

船舶交通特別会計 － 
簡易水道特別会計 － 

  経営健全化基準 ２０．０ 
資金不足比率の説明 
  公営企業の料金等の収入の規模に対する資金不足額の程度を示します。数値が大きいほど経営状況

が深刻化していることを表します。 
  令和５年度の十島村における公営企業は、船舶交通特別会計、及び簡易水道特別会計ともに経営健

全化基準の範囲内となっています。 





 

生活支援コーディネーターとは、 

「地域支え合い推進員」とも呼ばれ、私たちの島をより良くしていくために、 

地域の様々な活動をつなげ、組み合わせる調整役です 

 

 

サロン活動/通いの場 

週 1（金曜日）サロン活動（仲間つくりや健康作り） 

週 1（月曜日）見守り支援 

週 2（水・日曜日）食の支援（弁当作り） 

地域の方にやりたい事や作りたい物、食べたい物はないか聴き取りを行い、企画・実施をし

ています 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～島豆腐作り～ ヨモギ団子作り 

ドライブ グランドゴルフ大会 

上記の写真は、活動内容の一部です。参加された地域の方々には、「楽しかった。」「またやりたい。」 

「（作りものに対し～）美味しかった。」等、お喜びの言葉を頂けました。 

高齢者や地域の方々の知恵と力で自分らしく暮らせる島であるように。また、その知恵と力を次の世代

につなげていけるように。そして住み慣れた島でより良く今後も暮らしていけるようにこれからも島民

の皆様の支え合い活動を応援、サポートしたいと思います。 

最後に、何か困った事、相談したい事があれば、いつでも気兼ねなく声をお掛けください。 

宝島 生活支援コーディネーター 古川 大貴 

                  
 
 
 

鹿児島県では、認知症の正しい理解の更なる普及啓発や認知症高齢者等にやさしい地域

づくりに向けた気運の醸成を図るため、「認知症を理解し一緒に歩む県民週間」を平成

30年度から設定しています。 

期間は、「世界アルツハイマーデー」（9月 21日）を含む一週間（日曜日から土曜日ま

で）令和６年度は 9月 1５日～9月 2１日になります！！ 

 身近な家族や友人、自分自身が認知症になっても、今までどおり住み慣れた地域で、安心

して暮らせるよう、一人でも多くの方に 認知症の人や家族の方々の応援者、理解者になっ

て頂き、認知症になっても、安心して暮らせる「地域（島）づくり」を考えていただきた

いと思っています。 

 

 令和６年度も認知症サポーター養成講座を計画します。認知症サポーター募集中！！ 

☆ 認知症サポーターとは？？ 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる

範囲で手助けする「認知症サポーター」を養成し、認知症高齢者等にやさしい地域づくり

に取り組みます。 

☆ 認知症サポーターに期待されること 

1 認知症に対して正しく理解し、偏見をもたない。 

2 認知症の人や家族に対して温かい目で見守る。 

3 近隣の認知症の人や家族に対して、自分なりにできる簡単なことから実践する。 

4 地域でできることを探し、相互扶助・協力・連携、ネットワークをつくる。 

5 まちづくりを担う地域のリーダーとして活躍する。 

 

なぜ９月２１日なの︖︖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994年 9月 21日、スコット

ランドのエジンバラで第 10回国

際アルツハイマー病協会国際会議

が開催されました。会議の初日で

あるこの日を「世界アルツハイマ

ーデー」と宣言し、アルツハイマ

ー病等に関する認識を高め、世界

の患者と家族に援助と希望をもた

らす事を目的としています。 

～「認知症を理解し一緒に歩む県民週間」について～ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 宝島 ↑ 

いまきら園 

セミや抜け殻を 

みつけたよ 

← 平島 

たいらっこ園 

☆星に願いを！ 

↓ 悪石島 ↓ 

のびっこ園 

だんごむしいるかなぁ 

← 中之島 

ほしのこ園 

絵本をたくさん 

いただきました！ 

↓ 口之島 ↓ 

くちっこ園 

絶好の海日和だったね

 

諏訪之瀬島 → 

すわっこ園 

～ 十島村子育て世代包括支援センターからのお知らせ ～ 

乳幼児健康診査についてお知らせします。 

令和６年度より、鹿児島こども病院巡回診療が、年３回実

施予定となったことに伴い、令和６年度の乳幼児健診（3～4

ヵ月児健診・1歳6ヵ月健診・3歳健診）の対象者につきま

して、希望される方は、下記の日程で鹿児島市にある池田病

院で乳幼児健診を受けることができます。 

冬休みに上鹿予定がある方は、ご検討ください。 

乳幼児健診にかかる船賃、宿泊費の助成制度もご利用いた

だけます。 

池田病院で、乳幼児健診を希望される方や、この件につい

て質問がある方は、住民課子ども係 染（そめ）までご連絡

ください。 

令和６年度 乳幼児健診集団検診実施日 

日時：令和６年１２月２６日（木）９時～１３時 

場所：社会法人 童仁会 池田病院（２階会議室） 

現地集合、現地解散です。 

※対象乳幼児に対し、付き添い保護者は１名とさせていただ

きます。 

                       

                

 



光回線サービスには、消費者保護ルー
4 4 4 4 4 4 4

ル
4

が適用されます！

● 総務省（お近くの総合通信局、または電気通信消費者相談センター）への相談や情報提供は…

● 電気通信サービスに関する困ったことがあった際の関係団体への相談は…
一般社団法人電気通信事業者協会（03-4555-4124）〈 受付時間／月～金曜日10：00～17：00 〉

● 契約トラブルに関する具体的な相談は…

「消費者ホットライン」1
 い や や ！

88（３桁電話番号）　※地方公共団体が設置する最寄りの消費生活相談窓口を案内します。

北海道地区 （011-709-3956）
東北地区 （022-221-0632）
関東地区 （03-6238-1935）
信越地区 （026-234-9952）
北陸地区 （076-233-4429）
東海地区 （052-971-9133）

近畿地区 （06-6942-8519）
中国地区 （082-222-3376）
四国地区 （089-936-5042）
九州地区 （096-326-7862）
沖縄地区 （098-865-2302）
総務省　電気通信消費者相談センター（03-5253-5900）

どんなルールがあるの？？？
電気通信事業者や代理店には、契約前に、料金や提供の条件を説明する義務があります。
●契約先となる事業者名や毎月の総支払額がいくらになるのかを確認しましょう。
● キャッシュバックや割引の条件を良く確かめて、見た目の安さだけで判断しないようにしましょう。

説明義務1.

電気通信事業者には、契約締結後に遅滞なく、契約内容を明らかにする書面（契約書面）
を交付する義務があります。
● 利用者の承諾により、紙での交付に代えて、ウェブサイトでの掲示などの電子交付が可能となってい
ます。紙での交付を希望する場合は、しっかり伝えましょう。

書面交付義務2.

契約書面受領日等から８日以内に、契約解除を行う旨のはがき等の書面を発すること
により、利用者の都合のみで契約を解除することができます。
● 違約金の支払いは不要ですが、利用したサービスの料金、工事費、事務手数料については、請求される
ことがあります。

　 なお、主要な携帯電話サービスの契約については、一定の場合※に限り、端末も含めて契約を解除することが
できます。※電波の状況が不十分であったり、法令等の遵守状況が基準に達していなかった場合。

初期契約解除制度3.

電気通信事業者や代理店に対して、契約締結又は勧誘を希望しない利用者への
再勧誘等を禁止しています。
● 契約締結や勧誘を希望しない場合は、はっきりと断りましょう。

勧誘継続行為の禁止4.

相談の窓口

〈 受付時間／月～金曜日9：00※～12：00、13：00～17：00　　※電気通信消費者相談センターは 9:30 ～ 〉

一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会は、安心してサービスの契約や相談ができる店舗を認定する
「あんしんショップ認定制度」に取り組んでいます。 あんしんショップ認定制度 検 索

INFO
あんしんショップ認定マーク

ＳＡＭＰＬＥ

多く発生しています！
*電話での契約成立は、適切な説明がされた上で利用者からはっきりと申込みの意思表示をすることが前提です。

電話のやりとりだけでも契約が成立*することがあります。注意しましょう。

光回線サービスの

電話勧誘トラフルが

NTT東西に電話し、又はそのホームページから入手する「転用承諾番号」を勧誘相手に伝えると、NTT東西の
フレッツサービスが解約となり、他の事業者の光回線サービスに簡単に切り替わることがあります。
NTT東西の固定電話が廃止になるので光回線への切替えが必要ですといった、事実と異なる勧誘が行われてい
るケースがあります。併せて注意しましょう。

「“今より安くなる”ということばかりが強調される」、
「契約の手続をせかされる」、「勧誘が強引」、
「相手に不安がある」などと感じたら、

すぐに契約しない。

あいまいな返事をしない。
不要な勧誘はきっぱりと断る。

会社名などの相手の情報を確認する。

勧誘員の言うままにパソコンを操作しない。

家族や公的機関などに相談する。

⇒初期契約解除制度などにより、契約直後の一定期間であれば解約が
　可能です。事業者にすぐ確認しましょう。  　 相談は裏面の窓口まで☎

契約し、契約書面も届いたけど、やっぱり解約（キャンセル）したい･･･。






